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１．療育手帳
りょういくてちょう

について・ 

（１）障
しょう

がいの 程
てい

度
ど

は ひとりひとり ちがいます  

 

 

 

 

 

🔶療
りょう

育
いく

手
て

帳
ちょう

の 等級
とうきゅう

＜程
てい

度
ど

＞によって 利
り

用
よう

できる 制
せい

度
ど

に 違
ちが

いが あります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 該当なし 

 

 

 

 

 

 

住
じ
ゅ
う 

 
 
 
 

所
し
ょ 

本
ほん

      人
にん

 

現住所 

〒５３０－８２０１ 

大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

（性別：男） 

現住所 〒   － 

現住所 〒   － 

現住所 〒   － 

現住所 〒   － 

－1－ －2－ 

療
りょう

  育
いく

  手
て

  帳
ちょう

 

第123456号 令和４年５月１日交付 

旅客
りょかく

鉄道
てつどう

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

旅客
りょかく

運賃
うんちん

減額
げんがく

 

第
だい

1種
しゅ

知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

 

４㎝ 

３㎝ 

航
こう

 空
くう

 割
わり

 引
びき

 

満
まん

１２歳
さい

以上
いじょう

の場合
ばあい

 

航空割引 

本  人 

大阪市 

氏名
しめい

 大阪
おおさか

 一郎
いちろう

 

平成14年 4月10日生 

大阪市
おおさかし

     印 

保
ほ

  護
ご

  者
しゃ

 

氏
し

      名
めい

      続
つづき

  柄
がら

       電
でん

  話
わ

 

大阪市北区中之島１丁目１番１号 

大阪 太郎      父 

判
はん

 定
てい

 の 記
き

 録
ろく

 
障
しょう

がいの程度
ていど

 

（総 合
そ う ご う

判 定
はんてい

） 
身
しん

  体
たい

  障
しょう

  が い 

令和4年  5月1日 

令和9年  4月 

大阪市立心身障がい者 

リハビリテーションセンター 

判 定 機 関 

年  月  日 

年  月 

判 定 機 関 

判 定 年 月 日 

判 定 年 月 日 

次の判定年月 

次の判定年月 

（身体障がい      級） 

－4－ －3－ 

Ｂ２ 

軽度
けいど

「Ｂ２」（ビーツー） 

 療育
りょういく

手帳
てちょう

には    中度
ちゅうど

「Ｂ１」（ビーワン）    の３つが あります 

重度
じゅうど

「 Ａ 」（エー） 
 

。 



 - 5 - 

区
く

役
やく

所
しょ

の 保健
ほけん

福祉課
ふ く し か

で 療育
りょういく

手帳
てちょう

の 申しこみ
もう     

をします。 

 面接
めんせつ

を 受
う

けます。 

心
しん

身
しん

障
しょう

がい者
しゃ

リハビリテーションセンター 

相
そう

談
だん

課
か

 （“はーとふる”ぷらざ）で 面接
めんせつ

と 判定
はんてい

をします。 

区
く

役
やく

所
しょ

の 保健
ほけん

福祉課
ふ く し か

で 療育
りょういく

手帳
てちょう

を 受け取り
う  と  

ます。 

区
く

役所
やくしょ

から おしらせの お手紙
 て が み

が とどきます。 

（２）療育
りょういく

手帳
てちょう

の 取得
しゅとく

（または更新
こうしん

） 手続き
て つ づ  

の 流
なが

れ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

🔶 おしらせが おうちに 届
とど

くまで 判定
はんてい

してから 

 １か月
げつ

くらい かかります。 

 

🔶 療育
りょういく

手帳
てちょう

には 自分
じぶん

の 顔
かお

写真
じゃしん

を 貼
は

ります。 

  まだ 区
く

役所
やくしょ

の人
ひと

に 写真
しゃしん

を 渡して
わ た   

いない人
ひと

は 

 療育
りょういく

手帳
てちょう

を 受け取る
う  と  

ときに 渡
わた

して ください。 

※ 更新
こうしん

の人
ひと

は “はーとふる”ぷらざの 面接
めんせつ

と 判定
はんてい

が ないこともあります。 

 

今
いま

 ここ 

🔶１８歳
さい

までの人
ひと

は こども相談
そうだん

センターで 判定
はんてい

します。 

 くわしくは 区
く

役所
やくしょ

の 保健
ほけん

福祉課
ふ く し か

で 聞
き

いて ください。 
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（３）こんなときは 区
く

役所
やくしょ

の 保健
ほけん

福祉課
ふ く し か

に 行
い

って ください  

 

 
 

 

 

 

 

 

 再判定
さいはんてい

（更新
こうしん

）の 申
もう

しこみ  

手帳
てちょう

には 次
つぎ

に 判定
はんてい

を 受
う

ける 年
とし

と 月
つき

が 決
き

められています。 

更新
こうしん

の 申
もう

しこみをして ください。 

 療育手帳
りょういくてちょう

に 書
か

いてあることが 変
か

わったとき  

 

住所
じゅうしょ

や 名前
な ま え

 保護者
ほ ご し ゃ

などが 変
か

わったときは 届
とど

け出
で

て ください。  

 無く
な  

したり 破れて
や ぶ   

しまったり したとき  

無く
な  

したときや 破
やぶ

れて 使
つか

えなくなったときには 

新
あたら

しい 手帳
てちょう

を 作
つく

るので 届
とど

け出
で

て ください。 
 

 いらなく
 

なったとき  

 

いらなくなったときには 手帳
てちょう

を 返
かえ

して ください。 


